
 

 
 

 
 
 
 
 

令和 8 年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務 

（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）（電子契約対象案件） 

 

掲示文 兼 入札説明書 

 
 
 

 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する標記入札については、関

係法令及びこの入札説明書によるものとする。 
 
 

１ 入札等実施要領 
２ 入札及び見積心得書 
３ 使用印鑑届（様式） 
４ 委任状（様式） 
５ 入札書・内訳書及び封筒（様式） 
６ 単価契約書（案） 
７ 提出書類一覧 
８ 競争参加資格確認申請書 
９ 【別冊】仕様書 

 
 

 
 
 
 

令和 8 年１月 27 日 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
多摩エリア経営部 営業課 
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１ 入札等実施要領 
 
１ 発注者 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
 本部長 井添 清治 
 

２ 調達内容 
(１) 調達件名 

令和 8 年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務 
（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務） 

(２) 調達案件の仕様等  ９ 【別冊】仕様書による。 
(３) 履行期間   令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで。 
(４) 履行場所   ９ 【別冊】仕様書による。 
(５) 入札方法 

本件は単価契約である。入札金額は９ 【別冊】仕様書に示した品目ごとの予定数量

に見積った項目単位当たりの単価を乗じた額の総額とすること。予定数量は機構の過

去の実績を元に算出した数量であり、発注を確約するものではない。 
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分

の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。入札書には内訳書を同封すること。

入札書及び内訳書は５ 入札書・内訳書及び封筒（様式）を使用すること。 
なお、内訳書に記載されている金額を品目ごとの契約単価とする。 
 

３ 競争参加資格 
 次の要件を全て満たしているものであること。 

(１)  独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機構達

第 95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 
https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf 

(２)  令和 7・8 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競

争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格の認定を受けている者である

こと。 
 なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書（以下

「申請書」という。）を提出することができるが、競争に参加するためには申請書の提

出期限までに当該資格の申請を行い確認を受け、かつ開札日までに認定を受けていな

ければならない。 
 競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。 
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〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー19 階 
       独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 
       電話 03-5323-5705 
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため注意すること。 

(３)  申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所

を含む区域を措置対象とする指名停止を受けていないこと。 
(４)  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-

att/bouryokudantouteigi240117.pdf 

(５)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
 
４ 競争参加者に求められる義務 

(１)  競争参加者は、上記３による必要な証明書等を申請書に添付して、下記５(１)の提

出期間までに下記５(２)まで提出しなければならない。 
(２)  提出された申請書等は、当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した

者の入札書のみを落札対象とする。 
 
５ 申請書の提出 
  申請書の提出は７ 提出書類一覧による。 

(１) 申請書の提出期間 
令和 8 年 1 月 27 日（火）から令和 8 年 2 月 10 日（火）まで 
土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし、正午から午

後 1 時を除く。） 
(２) 提出場所  

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-22-20 立川センタービル 14 階 
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部  

多摩エリア経営部 営業課 

電話：042-521-5555 
(３) 提出方法 

申請書の提出期間中に上記(２)への持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじ

め電話等により上記（２）に連絡すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表

面に「申請書類在中」と朱書きの上、提出期間末日の午後5時必着とする。 

(４) 同等品の認定申請及び申請期間 
 本件については（仕様書別紙２－２の大項番５）に記載する基準品のほか、それと

同等以上の物品（以下「同等品」という。）により入札に参加することができる。 

 同等品で入札書を提出しようとする場合は、同等品の認定申請を行い、当機構の審

査を受け、認定を受けなければならない。当該申請は、Ａ 同等品申請書、Ｂ 同等品

申請明細表及びカタログの提出による。同等品の認定の可否については、申請者へ 
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令和 8 年 2 月 17 日（火）までに回答する。 

（イ） 申請書の提出期間 

    上記５（１）に同じ。 

（ロ） 提出場所 

    上記５（２）に同じ。 

 

６ 競争参加資格の確認通知 

申請書を提出した者について、当機構の審査を行い本入札の参加資格を有するかを

確認し、令和 8 年 2 月 19 日（木）までに競争参加資格の有無について通知する。 

 

７ 質問書の提出及び回答 
 入札、仕様等に関する質問は「質問書（任意様式）」の提出による。また質問に対す

る回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。 
(１) 質問書の提出期限 

 令和 8 年 2 月 19 日（木）午後 5 時 

 土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで。 

 （ただし、正午から午後 1 時の間は除く。） 

(２) 提出場所 
 上記５（２）に同じ。 

(３) 提出方法 
 質問書の提出期限までに提出場所に持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじ

め電話により上記５（２）に連絡すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表

面に「質問書在中」と朱書きの上、上記７(１)提出期限必着とする。 
(４) 質問書回答書の閲覧期間 

 令和 8 年 2 月 24 日（火）から令和 8 年 3 月 9 日（月）まで 
 土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで。 
 （ただし、正午から午後 1 時の間は除く。） 
ただし最終日は午後 4 時までとする。 

(５) 閲覧場所 
 上記５（２）に同じ。 

 
８ 入札書の提出期限・場所及び方法 

(１) 入札書の提出期限 
 提出期限：令和 8 年 3 月 9 日（月）午後 4 時まで 

(２) 提出場所 
 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー19 階 
        独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 
        電話 03-5323-5705 

(３) 提出方法 
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 入札書の提出期限までに提出場所に持参又は郵送とする。持参の際は、事前に電話

にて連絡すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱

書きの上、二重封筒とし、上記８(１)提出期限必着とする。 
 
９ 公正な入札の確保 

入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 

(１) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22 年法律第

54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(２) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価

格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならな

い。 

(３) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開

示してはならない。 
 
１０ 開札の日時及び場所 

(１) 開札の日時 
令和 8 年 3 月 10 日（火）午後 1 時 30 分 

 
(２) 開札場所 

〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー19 階 
        独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室 

 
１１ その他 

(１) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 
(２) 入札保証金及び契約保証金 免除 
(３) 入札者に要求される事項 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格の確認に必要な証明書等を

調達案件ごとに競争参加者の負担において作成し、上記５(１)の提出期限までに上記

５(２)まで提出しなければならない。また、競争参加者は開札日の前日までの間にお

いて、当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。なお、

競争参加者の作成した証明書等は当機構において審査するものとし、採用し得ると判

断した者の入札書のみを落札対象とする。 
(４) 当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 
(５) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 
(６) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。 
(７) 競争参加者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合、審査等の対象としない。 
(８) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札のときに

おいて上記３の資格のない者は落札対象としない。 
(９) 入札の無効 
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 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を

した者のした入札及び入札に違反した入札は無効とする。 
(１０) 契約書作成の要否  要 ６ 単価契約書（案）による。 
別冊契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約（以下「電子契約」と

いう。）によって締結するものとする。 

なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。 

① 発注者が指定する電子契約サービス※１で行うものとし、受注者が利用する電子契約

サービスによる電子契約は不可とする。 
 

② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別紙「電子契約方式確認書」を令和 8 年 2 月

10 日（火）午後 5 時までに上記５（２）に提出すること。ただし、紙契約方式での

契約締結を希望する場合は、当該手続書においてその旨を明らかにすること。 
 

③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※2を行

うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。 
 

※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイル

に電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサ

インとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームペ

ージを参照すること。 

※2 電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用で

ある。 

・真実性の確保 

   ・関係書類の備付 

    ・見読可能性の確保 

    ・検索機能の確保 

詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。 

https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348 
(１１) 落札者の決定方法 

独立行政法人都市再生機構会計規程（平成 16 年独立行政法人規程第 4 号）第 52 条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とする。 
(１２) 手続きにおける交渉の有無 無 
(１３) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。 

 
１２  問い合わせ先 

 

① 競争参加資格確認申請書及び資料について 

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-22-20 立川センタービル 14 階 
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独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 
多摩エリア経営部 営業課 
電話：042-521-5555 
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし、正午から

午後 1 時の間を除く。） 
② 令和７・8 年度の競争参加資格及び電子契約方式確認書について 

〒163-1382  東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号 新宿アイランドタワー19 階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 

電話 03-5323-5705 
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし、正午から

午後 1 時の間を除く。） 

 
以 上 
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別 添 

 

 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成 22 年 12 月 7 日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする

場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開す

るなどの取組を進めるとされているところです。 

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表す

ることとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは

応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていた

だきますので、ご了知願います。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしてい

ただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了

知願います。  

 
（１） 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること 

② 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相

当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職

していること 

（２） 公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及

び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及び当

機構における最終職名 
② 当機構との間の取引高 
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれ

かに該当する旨 
3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 

④ １者応札又は１者応募である場合はその旨 
（３） 当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及 

び当機構における最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４） 公表日 

契約締結日の翌日から起算して 72 日以内 
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別 紙 
                電子契約方式確認書 

年  月  日 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長 井添 清治 殿 

住所※                 

商号又は名称※                 

氏名※                 

※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること  

  

案件名称： 令和 8 年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務 

（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）  

 

機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否： 可  / 不可（紙契約方式） 

 

（電子契約可の場合、以下記入） 

電子契約手続を行う方 

（メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則２名記載） 

【承認権限者※１】 

社名： 

部署・役職： 

氏名： 

メールアドレス： 

電話番号： 

 

【最終承認権限者※２】 

社名： 

部署・役職： 

氏名： 

メールアドレス： 

電話番号： 

  ※１ 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方  

※２ 契約手続について最終的な承認を行う方  

 

   【本契約における名義人】 

   住所： 

   氏名： 

 

   ＪＶにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載 



9 
 

【承認権限者②】 

社名： 

部署・役職： 

氏名： 

メールアドレス： 

電話番号： 

 

【最終承認権限者②】 

社名： 

部署・役職： 

氏名： 

メールアドレス： 

電話番号： 

 

【留意事項】 

電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うこ

とについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。 

※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。 

・真実性の確保 

   ・関係書類の備付 

    ・見読可能性の確保 

    ・検索機能の確保 

詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。 

https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348 
 
電子契約受注者向け操作マニュアルはこちら 
https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html 
 
〈本確認書についての問い合わせ先〉 

 

〒163-1382  東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー19 階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 

電話 03-5323-5705 
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし、正午から

午後 1 時の間を除く。） 
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２ 入札及び見積心得書 
入札及び見積心得書（物品購入等） 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が締結する物品、設備等の購

入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りそ

の他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 

（入札又は見積り） 

第２条 競争入札・見積（合せ）について、機構から通知を受けた者（以下「入札参加者等」

という。）は、契約書案、仕様書（契約内容説明書を含む。以下同じ。）及び現場等を熟覧

の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。

この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求め

ることができる。 

２ 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した

時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 

また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は

見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 

３ 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって

提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の

旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出し

なければならない。 

また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、か

つ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること

とする。 

４ 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無

効とする。 

５ 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しな

ければならない。 

６ 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の

入札参加者等の代理をすることはできない。 

７ 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる

者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札（見

積）書の提出をもって誓約したものとする。 

（入札の辞退） 

第２条の２ 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は

見積りを辞退することができる。 

２ 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるとこ

ろにより申し出るものとする。 

一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札（見積）辞退書を発注者に
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直接持参し、又は郵送（入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。）し

て行う。 

二 入札又は見積り執行中にあっては、入札（見積）辞退書又はその旨を明記した入札書

若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 

３ 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取

扱いを受けるものではない。 

（公正な入札の確保） 

第２条の３ 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭22年法

律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価

格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開

示してはならない。 

（内訳明細書） 

第３条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を

用意しておかなければならない。 

（入札又は見積りの取りやめ等） 

第４条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積り

を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しく

は見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめるこ

とがある。 

（入札書又は見積書の引換の禁止） 

第５条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、

開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 

（入札又は見積りの無効） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入

札又は見積りに参加することはできない。 

一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 

三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 

四 入札者又は見積者（代理人を含む。）の記名のないとき又は記名（法人の場合はその

名称及び代表者の記名）の判然としないとき。（押印を省略する場合は「本件責任者及

び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。） 

五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額

をもって入札又は見積りを行ったとき。 

六 １人で同時に２通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 

七 明らかに連合によると認められるとき。 

八 第２条第第７項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する
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必要な条件を具備していないとき。 

（開札等） 

第７条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の

面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 

２ 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 

（落札者の決定） 

第８条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により

入札した者を落札者とする。 

２ 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申

込みをした者を契約の相手方とするものとする。 

（再度の入札又は見積り） 

第９条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度

の入札又は見積りを行うものとする。 

２ 前項の再度の入札又は見積りは、原則として１回を限度とする。 

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第10条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない

者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を

決定するものとする。 

（入札参加者等の制限） 

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後２年間競争入札又は見

積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者

についてもまた同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行

為があった者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（契約内容説明） 

第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認

め、入札又は見積りに参加することができない。 

（契約書等の提出） 

第13条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書又は請書を提出しなければならな

い。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 
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３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他

これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がない

と認めて指示したときは、この限りでない。 

（異議の申立） 

第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説

明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 

以 上 
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３ 使用印鑑届（様式） 

入札書へ押印する場合の提出書類について 

 

１ 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が押印した入札書にて入札に参加さ

れる場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届（実印を使用印とする場合も

含む）及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出してください。（ 一

度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です（最長２年間））。

また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 

 

２ 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状

及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出してください。（一度提

出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です（最長２年間））。また、

記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 

 

以 上 
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使 用 印 鑑 届 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する

印鑑 
としてお届けします。 
 
 
  令和   年   月   日 
 
 

住    所  

商号又は名称  

代 表 者              印 

 
 
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
 本部長 井添 清治 殿 
 
 注１  競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生

じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨

届け出ること。 
  ２  本届には、印鑑証明書（原本・発行開始日から３か月以内）を添付すること。な

お、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は

１部で足りる。 
  ３  使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 
 
 
 

使用印 実印 
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住 所 
商号又は名称 
代 表 者 

注１  競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた

場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出る

こと。 
  ２  本届には、印鑑証明書（原本・発行開始日から３か月以内）を添付すること。なお、

委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１部で足

りる。 
  ３  使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 
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４ 委任状（様式） 
 

入札に係る提出書類について 

 

 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。 

一 代表者本人が入札される場合：名刺など本人を確認できる書類を提出し

てください。 

 

二 代理人の方が入札される場合：委任状（年間委任状を提出した復代理人

を含む）を提出してください。 

 

名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証

明証（健康保険資格確認書、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など）

で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 

 

名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入

札への参加は認められませんので、あらかじめ御承知おきください。 

 

なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、

厳重に取扱います。 

 

以 上 
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委任状（押印する場合）  

委 任 状 
 

私は                 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東

日本賃貸住宅本部の発注する「令和 8 年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検

等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）」に関し、下記の権限を委任します。 
 

記 
 
１．入札及び見積りに関する件 
 

代理人 
使用印鑑 

 

 
令和    年    月    日 

（委任者）住 所  
     商号又は名称  
     代 表 者           印  

 
（受任者）住 所  
     商号又は名称  
     氏 名           印  

 
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長 井添 清治 殿 
 
注１ 委任状には、委任者の印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。 

ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 

  ２ 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。 

３ 委任事項は、明確に記載すること。 

４ 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 
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委任状（押印を省略する場合）  

委 任 状 
 

私は                 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日

本賃貸住宅本部の発注する「令和 8 年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等

業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）」に関し、下記の権限を委任します。 
 

記 
 
１．入札及び見積りに関する件 
 
令和   年   月   日 

 
（委任者）住 所  
     商号又は名称  
     代 表 者    

 
 

（受任者）住 所  
     商号又は名称  
     氏 名          

 
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
本部長   井添 清治 殿 

（委任者） 
本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                         
担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                          
連絡先（電話番号）１：                               
連絡先（電話番号）２：                               
（受任者） 
本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                         
担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                          
連絡先（電話番号）１：                               
連絡先（電話番号）２：                               
注１ 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。 

２ 委任事項は明確に記載すること。 

３ 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 

４ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号＋内線」「直通番号」等を記載。 

  個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

５ 本件責任者・担当者及び連絡先の記載がない場合、委任状は無効となる。なお、氏名は必ず姓と名を記載すること。 
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５ 入札書・内訳書及び封筒（様式） 
 

入 札 書 
 

金          円也（税抜） 
       ※入札額内訳書を同封すること 
       ※内訳書の合計額（税抜）を記載すること 
 
ただし、令和8年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務

（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務） 

 
入札及び見積心得書（物品購入等）及び入札説明書記載内容を承諾の上、入

札します。 
 

令和  年    月  日 
 

住   所 
商号又は名称 
代表者氏名            印※１ 
代理人氏名            印※１ 

 
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

本部長  井添 清治 殿 

 

※１  本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                  

担  当  者（会社名・部署名・氏名）：                  

※２  連 絡 先（電話番号）１：                       

連 絡 先（電話番号）２：                       

 

※１ 本件責任者、担当者（氏名は、必ず姓と名を記載）及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。 

２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号＋内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

３ 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年 

間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状（押印する場

合）」を使用すること。 
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入 札 額 内 訳 書 

令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務 

（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務） 

会社名                    

 
 

※入札書に同封してください。 

※入札書に同封されていない場合は無効となるので注意すること。 

※内訳書に記載の単価を契約単価とする。 

 

税抜（単位：円）

大項番 小項番

1 スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） 1 基

2 スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） 1 基

3 1 基

1 1 枚

2 1 枚

3 1 枚

4 1 枚

5 1 枚

16.94 ㎡

1 ㎡

1 基

1 1 基

2 1 基

3 1 基

4 1 基

1 ㎡

1 基

1 基

1 人工

1 台

1 人工

1 基

1 人工

1 6 基

2 6 団地

1 団地

1 1 基

2 1 基

97 団地

1 基

1 個

1 枚アルミ複合板面等修正シール費

合計（税抜）
※この金額を入札書に記載すること

18 定期安全点検費

19 鉄部塗装費

20 コーナーガード設置費

15
看板、横断幕・懸垂幕等の報告書作成費

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理費

維
持
管
理
費

16 随時点検業務費

17
屋外広告物申請費（新規申請）

屋外広告物申請費（更新申請）

必
要
諸
経
費

（
参
考
単
価

）

10 現地調査費

11 梱包・運搬費

12

21

取付設置施工人件費

13 取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

14

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

7 横断幕・懸垂幕撤去・解体・廃材処分費

8 スタンド看板（移動型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ600×Ｈ900想定）

9 スタンド看板（据置型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ400×Ｈ850想定）

撤去・解体・処分等人件費

撤
去
・
解
体
・

廃
材
処
分

6

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

看
板
等
製
作
及
び
設
置
施
工

1

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

2

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2800×Ｈ1400）

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1810）

3 インクジェットシート出力製作費（㎡）

4 横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン）

5 スタンド看板製作費（移動型）（W600×H900想定）

分類
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ） 単価 予定数量 金額
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（封筒見本） 

 

 

 表             裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※入札書の押印を省略する場合は、 

 （押印省略）と朱書き           （委任している場合は、代理人の氏名） 

 

 

 

 ※入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封かんする

こと。 

 ※入札書・入札内訳書以外のものは同封しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構 
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部 

 
 
 

本
部
長 

 

井
添 

清
治 

殿 

□
令
和
８
年
度
多
摩
エ
リ
ア
に
お
け
る
団
地
内
看
板
意
匠

変
更
及
び
点
検
等
業
務
□
賃
貸
住
宅
募
集
に
係
る
広
告
宣
伝
等

業
務
□□
入
札
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
押 

印 

省 

略
□ 

  
 
 
 

登
録
番
号 

 

所
在
地 

会
社
名 

氏 

名 
 

 
 

封 
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６ 単価契約書（案） 

単 価 契 約 書 

 

１ 契約の名称 令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務 

（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務） 

２ 仕様       別添仕様書のとおり。 

３ 契約期間     令和８年 ４月 １日から 

令和９年 ３月 31日まで 

４ 契約単価     別紙単価表のとおり。 

 

上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各

自１通を保有する（ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書

の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自そ

の電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。）。 

 

年  月  日 

 

発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

          独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

氏 名 本部長 井添 清治   印 

 

 

受注者 住 所 

 

氏 名            印 

 

 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の役務（以下「業務」という。）に関し、この契約

書に定めるもののほか、仕様書（別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければなら

ない。 

２ 受注者は、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）中、発注者からの発注を

受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金（以下「請負代金」とい

う。）を支払うものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継
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させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

（一括再委託等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請

け負わせてはならない。 

２ 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも

同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請

け負わせようとするときは、この限りでない。 

（発注手続） 

第４条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等

を記載した発注者所定の注文書（以下「注文書」という。）を受注者に対して発行す

るものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。 

（受注者の請求による履行期限の延長） 

第５条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限（以下

「履行期限」という。）内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないと

きは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、

その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（損害の負担） 

第６条 業務の履行に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者

の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場

合には、発注者が負担するものとする。 

（物価等の変動に基づく契約単価の改定） 

第７条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第９条第１項の単価表の額が不相当とな

ったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 

（検査及び引渡し） 

第８条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者

に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に

業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて

受注者の負担とする。 

４ 第２項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成

果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業

務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しに

ついては、前各項の規定を準用する。 

（請負代金の支払い） 

第９条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定し
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た請負代金を発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月１日以降その支払請求

書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して3

0日以内に、これを受注者に支払うものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により第８条第２項又は第５項の検査を行わな

いときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項

の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合にお

いて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（契約不適合責任） 

第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物

の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ

る。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発

注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を

請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をする

ことなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追

完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及

ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発

注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（発注者の催告による解除権） 

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで

きる。  

一 第２条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承

継させたとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 
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三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する

見込みが明らかにないと認められるとき。 

四 正当な理由なく、第10条第１項の履行の追完がなされないとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

 一 第２条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 

二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目

的を達成することができないとき。 

三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし

た目的を達することができないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に

履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。 

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者に債権を譲渡したとき。 

八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 

九  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を

締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この

号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認めら

れるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしていると認められるとき。 
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ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 十 第17条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の解除権） 

第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受

注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じ

た損害の賠償を請求することができるものとする。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 成果物に契約不適合があるとき。 

三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履

行が不能であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償

に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額（この契約締結後、契約単価又

は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価

又は予定数量をいう。次条において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人 
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二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14

年法律第154号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数

に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年（365日当たり）３パーセントの

割合で計算した金額を請求することができるものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第17条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注

者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の１に相当する額を違約金

として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受

注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の

納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を

含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注

者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの

をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが

確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条

又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違

反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期

間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われた

ものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 
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（受注者の損害賠償請求等） 

第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第９条第２項の規定による請負代金の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年（3

65日当たり）2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求

することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第８条第４項の規定による引渡し（以

下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から１年以内に契約不適合で

ある旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害

賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」とい

う。）をすることができない。 

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第８条第２項の規定による検査に合格した

ことをもって免れるものではない。 

３ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の

規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す

る請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、

又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

（賠償金等の徴収） 

第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者

の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定

する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年（365日当たり）３パーセント

の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお

不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（365日当た

り）３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

（適用法令） 

第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約によ

り、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以

外は、民法の規定を適用するものとする。 

（管轄裁判所） 

第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された

契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者

の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（契約外の事項） 

第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 
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別紙 単価表 

別添 仕様書 

    別紙１  （発注予定数量及び発注時期） 

    別紙２-１ （看板製作図） 

    別紙２-２ （看板等に要する費用及び業務内容に関する注釈） 

    別紙２-３ （デザインレギュレーション） 

    別紙３  （業務指示書） 

    別紙４  （ＵＲ賃貸住宅多摩エリア団地一覧） 

    別紙５  （業務完了報告書） 

    別紙６  （点検業務完了報告書（一覧）） 

    別紙７  （点検業務完了報告書（報告事項）） 

    別紙８  （マスターリスト） 

    別紙９  （看板等一覧表） 
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別紙 
 

単価表 
 

 

 

 

大項番 小項番

1 スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） 基

2 スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） 基

3 基

1 枚

2 枚

3 枚

4 枚

5 枚

㎡

㎡

基

1 基

2 基

3 基

4 基

㎡

基

基

人工

台

人工

基

人工

1 基

2 団地

団地

1 基

2 基

団地

基

個

枚21 アルミ複合板面等修正シール費

18 定期安全点検費

19 鉄部塗装費

20 コーナーガード設置費

撤去・解体・処分等人件費

15
看板、横断幕・懸垂幕等の報告書作成費

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理費

維
持
管
理
費

16 随時点検業務費

17
屋外広告物申請費（新規申請）

屋外広告物申請費（更新申請）

必
要
諸
経
費

（
参
考
単
価

）

10 現地調査費

11 梱包・運搬費

12 取付設置施工人件費

13 取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

14

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

7 横断幕・懸垂幕撤去・解体・廃材処分費

8 スタンド看板（移動型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ600×Ｈ900想定）

9 スタンド看板（据置型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ400×Ｈ850想定）

インクジェットシート出力製作費（㎡）

4 横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン）

5 スタンド看板製作費（移動型）（W600×H900想定）

撤
去
・
解
体
・

廃
材
処
分

6

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

看
板
等
製
作
及
び
設
置
施
工

1

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

2

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2800×Ｈ1400）

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1810）

3

分類
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ）
単価
（税抜）

単位
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７ 提出書類一覧 

提 出 書 類 一 覧 

法人等名称：               

１ 下表は、本調達の入札に際し必要となる書類一覧です。書類提出前にこの一覧表により提

出書類の漏れがないか確認ください。 

２ この提出書類一覧表は法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。 

３ 「機構使用欄」には何も記載しないでください。 

 

項

番 

書類名称 

（使用する様式） 

提出 

部数 

提出 

期限 
備考 

機構 

使用欄 

１ 
競争参加資格確認申請書 

（様式８） 
１部 

令和８年 

２月 10 日

（火） 

  

２ 
Ａ 同等品申請書 

Ｂ 同等品申請明細表 
各 1 部 

仕様書別紙2-2の大項番5に記

載する基準品と同等以上の物

品により入札参加する場合。 

 

３ 電子契約方式確認書 1 部 

別紙 電子契約方式確認書を

使用すること。※電子契約を希望

しない場合も提出すること。 

 

４ 
入札書・入札額内訳書 

（様式５） 
各１部 

令和８年 

３月９日（月） 

入札書に入札額内訳書を封筒

見本のとおり記載した封筒に

同封すること。 

 

５ 委任状（様式４） 各１部 
代理人が入札する場合、委任状

を提出すること。 

 

   

６ 

使用印鑑届及び印鑑証明書

（原本：提出時点で発行から

3 か月以内のもの） 

（様式３） 

    

各 1 部 

入札書へ押印する場合、使用印

鑑届または年間委任状を未提

出の場合は、提出すること。 

※未提出の場合は、印影の確認

ができないため無効札となり

ますのでご注意ください。 

 

【提出書類作成における注意事項】 

① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式

をパソコン等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について、省略・変更等

しないこと。 

② 項番１については、令和７・８年度物品購入等一般競争参加資格審査申請書（以下「審査申

請書」という。）を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に入札書

等関係書類を提出する場合は、当該申請書を機構に提出した際に機構が申請者に交付する

受付票の写しを添付するものとする。 
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８ 競争参加資格確認申請書 

       競争参加資格確認申請書 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

  本部長  井添 清治  殿 

 

申請者 

住 所 

会社名 

代表者氏名                

 

担当者氏名 

所属部署名 

電話番号 

 

令和8年1月27日付けで掲示のありました「令和8年度多摩エリアにおける団地内看

板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）」に係る競争参加

資格について確認されたく、申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当

する者ではないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約しま

す。 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

【本競争に必要な「役務提供」の登録状況（申請日時点）】 

以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

 

□申請中⇒□新規又は更新 

□業種又は地区追加（該当する場合、登録番号を記載） 

□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 

※申請中の場合は、メール申請の場合は「申請時メール文出力」を、紙申請の場合は「受

理票」の写しを添付すること 

 

 

登録番号        
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Ａ 同等品申請書 

令和  年  月   日 

 

同等品申請書 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

 本部長   井添  清治  殿 

 

 

住所 

会社名 

代表者氏名            

                    担当者所属 

                    担当者氏名 

                    担当者電話番号 

 

 件名「令和8年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅

募集に係る広告宣伝等業務）」において仕様書別紙２－２記載の物品と同等または同等

品以上の物品として、別紙「同等品申請明細表」記載の物品をもって応札したく申請い

たします。 
 

以 上 
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Ｂ 同等品申請明細表 

同等品申請明細表 

 

 基準品                                     

提案する物品                                  

 メーカー                                    

 製品名                                     

 品番                                      

 規格・仕様                                   

  

  

 写真またはカタログ（カラー）貼付面 ※別添も可とする。 

 

 



９【別冊】仕様書  

仕 様 書 

 

１ 件名 

令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る

広告宣伝等業務） 

 

２ 履行期間 

令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

 

 ３ 目的 

（１）ＵＲ賃貸住宅の認知度向上、ブランディングの強化に向けて団地内看板の意匠統一

を図る 

（２）安全のための適切かつ迅速な対応が可能な体制を敷くことで団地内看板の維持管理

に努める 

 

 ４ 業務内容 

   主な業務は以下のとおり。 

（１）団地内看板の意匠変更業務 

（２）団地内看板の製作業務 

（３）団地内看板の撤去・補修・設置業務 

（４）団地内看板のマスターデータ更新・管理業務 

（５）団地内看板の屋外広告物申請業務 

（６）団地内看板の定期・随時安全点検業務 

 

５ 看板設置等予定数量 

契約締結日の翌日から令和９年３月31日までの間に発注を予定する数量及び時期は、

別紙１に記載のとおり。発注予定数量及び時期はあくまでも目安であり、発注を確約す

るものではない。 

 

６ 仕様 

仕様図（別紙２-１）及び看板等に要する費用の注釈、補足（別紙２-２）のとおり。

板面デザインはレギュレーション（別紙２-３）に従って提案することとする。 

 

７ 発注手続 

（１）発注者は東日本賃貸住宅本部多摩エリア経営部営業課とする。 

（２）発注は別紙様式３による依頼に基づき、発注者から行う。 

 

  



８ 納期 

（１）発注者の指示により、意匠変更、設置納品及び点検等を実施することとする。 

（２）製作及び設置施工業務に係る発注日から完了日までの一般的な期間は、概ね２週

間から１ヶ月を目安とするが、発注量や業務内容により、発注者と都度協議の上、決

定する。定期点検業務は、履行開始後速やかに発注する予定で、点検期間は概ね１ヶ

月とするが、詳細は別途協議の上、決定する。 

（３）緊急時（台風等の天災や看板事故、その他発注者が必要と認めたとき）等の随時

点検業務は、受注者がその事象を認知してから原則 24 時間以内に現場の保全確認及

び緊急措置を実施することとする。ただし、その対応が困難な場合には発注者と協議

の上、可及的速やかに対応することとする。また、24 時間以内の現場の保全確認及

び緊急措置に備え、７（１）に定める発注者と緊急連絡先を共有することとする。 

 

 ９ 納品及び報告 

    納品場所は多摩エリア所掌団地（別紙４「ＵＲ賃貸住宅多摩エリア団地一覧」及び住

まいガイド参照）とし、業務完了後は別紙様式５、６、７及び８について紙面及びデー

タのうち発注者が指定するいずれか一方又は両方により発注者に報告し、点検確認を受

けること。 

 

 10 請求書等 

（１）請求書は、当該１か月分の受注分を取りまとめ、翌月 10 日までに発注者に直接提

出すること。 

（２）業務が完了した月には、実施ごとの件数及び工事金額を取りまとめた「看板等一

覧表」（別紙様式９）を作成し、請求書提出先に請求書と併せて提出すること。 

 

 11 その他 

    ４（１）から（６）に掲げる業務及び９に掲げる納品及び報告については、７（１） 

に定める部署の事務所において、発注者と対面で協議を実施する場合がある。 

この仕様書の定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが

協議の上で定めるものとする。 

 

以 上  



大項番 小項番

1 スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） 1 基 令和8年度中

2 スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） 1 基 令和8年度中

3 1 基 令和8年度中

1 1 枚 令和8年度中

2 1 枚 令和8年度中

3 1 枚 令和8年度中

4 1 枚 令和8年度中

5 1 枚 令和8年度中

16.94 ㎡ 令和8年度中

1 ㎡ 令和8年度中

1 基 令和8年度中

1 1 基 令和8年度中

2 1 基 令和8年度中

3 1 基 令和8年度中

4 1 基 令和8年度中

1 ㎡ 令和8年度中

1 基 令和8年度中

1 基 令和8年度中

1 人工 令和8年度中

1 台 令和8年度中

1 人工 令和8年度中

1 基 令和8年度中

1 人工 令和8年度中

1 6 基 令和8年度中

2 6 団地 令和8年度中

1 団地 緊急時

1 1 基 令和8年度中

2 1 基 令和8年度中

97 団地 令和８年6月～10月

1 基 令和8年度中

1 個 令和8年度中

1 枚 令和8年度中

インクジェットシート出力製作費（㎡）

スタンド看板（据置型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ400×Ｈ850想定）

必
要
諸
経
費

（
参
考
単
価

）

別紙１

発注予定数量及び発注時期

（件名）令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

分類
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ） 予定数量 発注予定時期

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2800×Ｈ1400）

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1810）

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

現地調査費

11 梱包・運搬費

12 取付設置施工人件費

1

2

看
板
等
製
作
及
び
設
置
施
工

6

19

維
持
管
理
費

16

18

7

8

9

撤
去
・
解
体
・

廃
材
処
分

3

4

17

10

鉄部塗装費

20 コーナーガード設置費

21 アルミ複合板面等修正シール費

定期安全点検費

13 取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

14 撤去・解体・処分等人件費

15
看板、横断幕・懸垂幕等の報告書作成費

屋外広告物申請費（新規申請）

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理費

随時点検業務費

屋外広告物申請費（更新申請）

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン）

スタンド看板製作費（移動型）（W600×H900想定）5

横断幕・懸垂幕撤去・解体・廃材処分費

スタンド看板（移動型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ600×Ｈ900想定）

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）



正面から上中下 2 本ずつ　計 6 本

※ビスのヘッドを出さないよう、 ビス打込後に

　 インクジェット出力シートを貼ること。

GL

角パイプキャップ

塗装ホワイト ： １液ファインウレタン

　　　　　

　　　　　　

看板製作図

表面図 裏面図

仕様　 ： 　板面／アルミ複合板 （3t）　　意匠面／インクジェット出力シート貼 （UV ラミネート加工）　　　　柱脚／□50 鉄骨脚 （白塗装）　　基礎／コンクリート （根巻き）　　

※看板デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。

板面寸法　①w400×h600 

　
①
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コンクリート

砂礫、 砂利

スチール角パイプ□50 角

4
5
0

5
5
0

根巻き

ステンレスノンヘッドドリルビス（φ10 ㎜）5×19

WW

HH

基礎工事

掘削は手掘りで作業すること。

コンクリートは最大粗骨材 25mm 以下で、強度は 18N 以上

スランプ値は 10　2.5mm とする。

手練りによる場合であっても同程度の品質を有するものとする。

インクジェット出力シート貼

UV ラミネート加工（ツヤ有）

耐久性：8年　　厚さ：80～110µm　　

接着力：25N/25mm 　

素材：ポリ塩化ビニル　　

引張強度：41N/25mm

アルミ複合板 （アートパネル） 3mm

型枠 ： コンクリートパネル （型枠用 12mm 厚）

養生期間完了後、 後日撤去すること

133618
テキストボックス
別紙２－１
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面押え （表裏）　□10mm

SUS.HL 角パイプ

 □25×40mm

SUS.HL 角パイプ

SUS 皿ビス　3 ヶ所

SUS 皿ビス　5 ヶ所

 □50mm

SUS.HL 角パイプ

角パイプキャップ

SUS.HL 角パイプ

①
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6
0
0
  
②

＝
9
0
0

①＝900　　②＝1800 25 5050 25
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GL

表面図 側面図

50

310 10

40

5
0

面押え　□10mm

SUS.HL 角パイプ

 □50mm

SUS.HL 角パイプ

意匠面

 □25×40mm

SUS.HL 角パイプ

看板製作図 （SUS.HL）
仕様　 ： 　本体／ SUS.HL 角パイプ組           板面／アルミ複合板 （3t）　　　 意匠面／インクジェット出力シート貼 （UV ラミネート加工）　　　柱脚／ □50mm SUS.HL 角パイプ　　　 基礎／コンクリート （根巻き）　　

※看板デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。

板面寸法　①w900×h600     ②w1,800×h900

裏面　面押え　□10mm　

①＝中央 1 ヶ所　②＝3 ヶ所　

インクジェット出力シート貼り

UV ラミネート加工 （ツヤ有）

耐久性：8年　　厚さ：80～110µm　　
接着力：25N/25mm 　
素材：ポリ塩化ビニル　　
引張強度：41N/25mm

 □25×40mm

SUS.HL 角パイプ

面押え （表裏）　□10mm

SUS.HL 角パイプ

1
0
0

4
5
0

5
5
0

300

基礎工事

根巻き

掘削は手掘りで作業すること。

コンクリートは最大粗骨材 25mm 以下で、 強度は 18N 以上

スランプ値は 10　2.5mm とする。

手練りによる場合であっても同程度の品質を有するものとする。

砂礫、 砂利

コンクリート

型枠 ： コンクリートパネル （型枠用 12mm 厚）

養生期間完了後、 後日撤去すること

A A

A-A 断面詳細図

※ビスのヘッドを出さないよう、 ビス打込後にインクジェット

   出力シートを貼ること。

ステンレスノンヘッドドリルビス （φ10 ㎜） 5×35　　各面押え 1 カ所
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横断幕 -A

横断幕 -B

仕様　：　ターポリン横断幕（防炎）　　　寸法／ w6000×h900mm　　　素材／ポリエステル　　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV加工）　　　ハトメ／ 20cm ピッチ　　　取付用ロープ付

　　   ※横断幕デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。

仕様　：　メッシュターポリン横断幕（防炎）　　　寸法／ w6000×h900mm　　　素材／ポリエステル　　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV加工）　　　ハトメ／ 20cm ピッチ　　　取付用ロープ付

　　   ※横断幕デザインはサインアプリケーションマニュアルによる。



懸垂幕 -A

仕様　：　ターポリン横断幕（防炎）

　　　　　寸法／ w900×h6500mm　

　　　　　素材／ポリエステル　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV 加工）　　

　　　　　ハトメ／ 20cm ピッチ

　　　　　取付用ロープ付

　　   　
※懸垂幕デザインはサインアプリケーション

  マニュアルによる。

仕様　：　メッシュターポリン横断幕（防炎）

　　　　　寸法／ w900×h6500mm　

　　　　　素材／ポリエステル　

　　　　　出力方式／インクジェット出力（UV 加工）　　

　　　　　ハトメ／ 20cm ピッチ

　　　　　取付用ロープ付

　　   　
※懸垂幕デザインはサインアプリケーション

  マニュアルによる。

懸垂幕 -B



分類 大項番 内容 注釈

1 スチール枠組み看板製作費

◆スチール枠組み看板の製作、設置に係る費用
製作費は、板面サイズ毎、1基単価で換算し、意匠面の文字等の変更に係るデザイン費については、当該製作費に含むものとする。
製作費は、下記2、3の板面製作費及び10～13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、サイズを問わず、アルミ複合板使用でインクジェットシート出力貼とすること。
他の詳細は看板仕様書に記載の施工例を参照すること。
両面看板製作の指示があった場合は、下記2及び3の製作費を追加すること。

2 アルミ複合板面製作費

◆アルミ複合板面の製作に係る費用
製作費は、板面サイズ毎、1枚単価で換算すること。
製作費は、下記10～13、15の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
他の詳細は看板仕様書に記載の施工例を参照すること。

3 インクジェットシート出力製作費
（カッティングシート含む）

◆看板のデザインデータの文字修正、出力製作に係る費用
製作費は、㎡単価で換算すること。
製作費は、下記10～13、15の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
仕様図内で記載の塩ビメディア（中長期用光沢塩ビシート／ＵＶカット・ラミネート加工）を使用すること。
インクジェットシート表面については、ラミネート加工、ＵＶ加工をすること。
意匠面の文字等の変更に係るデザイン費については、当該出力製作費に含むものとする。
文字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

4 横断幕・懸垂幕製作費

◆横断幕・懸垂幕のデザインデータの文字修正、出力製作に係る費用
製作費は、㎡単価で換算すること。
　 ※ハトメ・補強ロープ等は、㎡単価に換算
製作費は、下記10～13、15の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
製作については、看板仕様書に記載の施工例を参照すること。
意匠面の文字等の変更に係るデザイン費については、当該製作費に含むものとする。
文字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

5 スタンド看板製作費（移動型）

◆スタンド看板（移動型）の製作、設置に係る費用
製作費は、板面サイズ毎、１基単価で換算すること。
製作費は、スタンド看板本体の購入費、上記2、3の板面製作費及び10～13、15の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、インクジェットシート出力貼とし、看板1基あたりの水ウエイト1個を含むものとする。
他の詳細は下記の仕様・規格等を参照とし、板面デザインはデザインレギュレーション（別紙2-3）を参照すること。

【スタンド看板の仕様・規格】
スタンド看板「FAEST　AL-609」とする。指定品が調達できない場合の同等品については事前に発注者に申請を行い、発注者が認めたものとする。
【水ウエイトの仕様・規格】
水ウエイト「FIRST　サインウエイト」とする。指定品が調達できない場合の同等品については事前に発注者に申請を行い、発注者が認めたものとする。
水ウエイトをスタンド看板に設置した際に、看板正面から見て水ウエイトがはみださないサイズとする。
同等品については事前に発注者に申請を行い発注者が認めたものとする。

6 スチール及びステンレス製看板
撤去・解体・廃材処分費

◆スチール及びステンレス枠組み看板の撤去、解体及び廃材処分に係る費用
撤去・解体・廃材処分費は、1基単位で換算すること。なお、撤去する看板の最大サイズはW3600×H1800とする。
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
看板意匠面処分については、意匠面のアルミ複合板を解体し、粉砕処分すること。
基礎コンクリート等の地中埋設物の掘り起し、埋戻し費用等も含むものとする。

7 横断幕・懸垂幕
撤去・解体・廃材処分費

◆横断幕・懸垂幕の撤去、解体及び廃材処分に係る費用
撤去・解体・廃材処分費は、㎡単価で換算すること。　※ハトメ・補強ロープ等は、㎡単価に換算
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
看板意匠面処分については、細かく裁断して処分すること。

8 スタンド看板（移動型）
撤去・解体・廃材処分費

◆スタンド型（移動型）の撤去、解体及び廃材処分に係る費用
撤去・解体・廃材処分費は、1基単位（板面サイズW600×H900の看板を想定）で換算すること。
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
看板意匠面処分については、意匠面のアルミ複合版を解体し、粉砕処分すること。

9 スタンド看板（据置型）
撤去・解体・廃材処分費

◆スタンド型（据置型）の撤去、解体及び廃材処分に係る費用
撤去・解体・廃材処分費は、1基単位（板面サイズW400×H850の看板を想定）で換算すること。
撤去・解体・廃材処分費は、下記10、11、14、15の必要諸経費を含めて算出すること。
看板意匠面処分については、意匠面のアクリル８ｍｍ　マットクリアを解体し、粉砕処分すること。

10 現地調査費

◆受注対象物の事前現地調査に係る費用
現地調査は、適宜、発注担当者の確認及び指示に従って行うこと。
人件費は、1.0人/日の単価で換算すること。（単価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
　※基準：3.5時間まで0.5人、7時間まで1.0人

11 梱包・運搬費

◆製作物設置及び設置物撤去等のための運搬に係る現場運搬車両代及び諸費用
運搬費は、1.0台/日の単価で換算すること。
　※基準：3.5時間まで0.5台、7時間まで1.0台
　※運送時、現場設置等、傷等の防止梱包も含む

12 取付設置施工人件費
◆製作物の取付設置施工に係る費用
人件費は、1.0人/日の単価で換算すること。
　※基準：3.5時間まで0.5人、7時間まで1.0人

13 取付設置用雑材諸経費

◆製作物の取付設置用雑材に係る費用
各種看板１基設置分の単価（板面サイズＷ1800×Ｈ900の看板を想定）で換算すること。
ステンレス・スチール枠組み看板の建植看板施工時は、基礎ブロック・砂利・砂・セメント等１基施工分として換算すること。
詳細は看板仕様書に記載の施工例を参照すること。

14 撤去・解体・廃材処分等人件費
◆設置物の撤去・解体に係る費用
人件費は、1.0人/台の単価で換算すること。
　※基準：3.5時間まで0.5人、7時間まで1.0人

15
看板、横断幕・懸垂幕等の

報告書作成費・データ更新管理
費

◆納品時の既存データ更新管理・報告に係る費用
報告書作成費：上記1∼9を実施した場合には工事完了の証として、仕様書に定める報告書（別紙５）を作成し、紙面及びデータ（エクセル・写真）のうち発注
者が指定するいずれか一方又は両方を提出するほか、意匠面の文字等の変更を行った場合において発注者の指示がある場合には、aiデータ等の編集が可能なデー
タ及び意匠を確認できるPDFデータを提出すること。受注看板１基あたりのデータ作成に係る人件費を、一基一式の単価で換算すること。
データ更新管理費：発注者の指示により、契約時に支給するマスターデータ（別紙８）を更新し、データ（エクセル）にて納品すること。受注看板1団地あたりの
データ作成に係る人件費を、一団地一式の単価で換算すること。

令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）
＜看板等に要する費用及び業務内容に関する注釈＞

必要諸経費
（参考単価）

撤去・解体・
廃材処分

看板等製作及
び設置施工

重 要 別紙２-２

1



16 随時安全点検費

◆緊急時における看板・横断幕・懸垂幕等の点検、初期対応に係る費用
人件費を、１団地一式の単価で換算すること。（単価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
緊急時（台風等の天災や看板事故、その他発注者が必要と認めたとき）等の随時点検業務は、原則24時間以内に現場の保全確認及び緊急措置の対応をする
こととする。
ただし、その対応が困難な場合には、発注者と協議の上、可及的速やかに対応することとする。
原則、夜間作業は発生しない。
なお、緊急措置及び緊急対応等では不十分なものは、別途発注とする。

17 屋外広告物申請費

◆屋外広告物申請の代行業務に係る費用
上記１∼９を行った場合に各自治体の条例に従い、代行申請を行うこと。
新規申請の場合と更新申請の場合の２単価を提示すること。なお、更新申請には看板の意匠変更に伴う変更申請や、看板撤去に伴う除却申請等も含めることとす
る。
各自治体との事前打合せ、申請書類作成、提出に係る人件費を、1基一式の単価で換算すること。（単価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
各自治体に支払う申請料は実費精算とする。

18 定期安全点検費

◆定期安全点検に係る費用
仕様書に定める団地一覧（別紙４）の団地に設置された団地内看板の安全点検及び報告書作成に係る人件費を、1団地一式の単価で換算すること。（単価に
は、交通費、車両代等諸費用を含む）
定期点検業務の発注時期は、概ね契約履行開始から１か月以内、点検期間は概ね発注から1か月以内を想定しているが、発注担当者と協議の上、決定するもの
とする。
点検対象団地は、別途、発注担当者から指示することとする。
点検業務完了の証として、仕様書に定める報告書（別紙７）及びマスターリスト（別紙８）を提出すること。

19 鉄部塗装費
　　◆スチール看板の錆や腐食の進行を防ぐ鉄部塗装に係る費用
　　定期点検及び上記2、3等の業務実施の際、発注者の指示及び必要に応じて鉄部塗装を実施すること。
　　受注看板１基あたりの塗装に係る材料費及び施工費を、１基単価で換算すること。

20 コーナーガード設置費

　　◆板面下端出隅２ヶ所（２個）等のコーナーガード設置に係る費用
　　定期点検及び上記１∼3等の業務実施の際、発注者の指示及び必要に応じてコーナーガードを設置すること。
　　コーナーガードの規格は縦50ｍｍ×横50ｍｍ×厚さ50ｍｍ、クリア素材を想定すること。
　　コーナーガードの材料費は１個単位で換算すること。

21 アルミ複合板面等修正シール費

　　◆板面のシール貼付に係る費用
　　定期点検及び上記１∼3等の業務実施の際、発注者の指示によりシールによる簡易的な板面の修正を行うこと。
　　シールの規格は縦200ｍｍ×横1000ｍｍを想定すること。
　　製作費は、上記10～13、15の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
　　仕様図内で記載の塩ビメディア（中長期用光沢塩ビシート／ＵＶカット・ラミネート加工）を使用すること。
　　インクジェットシート表面については、ラミネート加工、ＵＶ加工をすること。
　　意匠面の文字等の変更に係るデザイン費については、当該出力製作費に含むものとする。
　　文字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

補足事項

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

へ

ト

チ
上記10∼15の必要諸経費は、上記１、5の製作及び設置施工単価、上記6∼9の撤去・解体・廃材処分単価に含まれる。よって、上記2～4の設置施工時及び想定を大きく超える作業等が発生した場合に
加算すること等を目的とした単価である。加算及び減算に際しては、その都度発注担当者と協議することとする。

各施工に伴う副資材は各形状等により数量に差異が生じるが、それらを想定した上での価格を算定するものとする。また、発注者の指示で資材の再利用等をする場合は、安全性等を考慮の上で対応することと
し、上記製作費等経費に反映させることとする。
尚、上記による施工が困難となる場合は、別途見積審査の上発注するものとする。

本契約以外の特殊サイズ製作、特殊工事、想定外の原状回復工事等については単価契約に伴う工事として別途見積審査の上発注するものとする。単価契約項目に表示している看板サイズについては、場合
により若干の差異が生じるケースもあり、どの単価契約項目で発注するかはその都度発注担当者と協議することとする。

発注者から指示のあった意匠面の修正（団地名、問合せ先等）を行う場合は、発注担当者から配付されたデザインレギュレーションデータを用い、カラー、ロゴマーク、フォント（「モリサワUD新ゴR」）等、指定の
レギュレーションに沿って製作するものとする。なお随時、指定のレギュレーションによらない看板を製作する場合がある。この場合でも意匠変更や製作等に係る単価は単価表に記載のものと同様とする。

受注者以外が製作した団地内看板についても、発注者の指示がある場合、その管理については単価契約項目の維持管理、データ管理等のとおり受注者が管理するものとする。

看板設置、意匠変更、撤去に伴う公的機関への申請手続き等は工事に付随するものとし、各自治体の屋外広告業等に届出済みの者が各条例等に従って適正に申請するものとする。

看板等の撤去・解体・廃材処分に際し、当該撤去物が処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に該当する廃棄物である場合、必要な産業廃棄物処理業の資格（処理及び運送、マニュ
フェストの提出等）を有する事業者への廃棄物処理委託体制が整っていることとする。

各施工等に伴い、仮設及び特別車両等（高所作業車・クレーン車等）及び警備員等が必要となる場合は単価契約発注によらず、必要の際は、『積算資料』等にて算出し別途見積審査の上発注するものと
する。

維持管理費

2
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【機密性２】

別紙３

業務指示書

団地
コード 団地名 看板

番号
契約書

項目番号 設置位置 台帳
番号 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

指示日

完了日

以　上

年　　　　　月　　　　日

業務名 令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対
象
団
地
及
び
作
業
内
容

対象団地・看板 業務内容

スケジュール

受託者 △△△株式会社　☆☆ ●●（●●●●）●●●●

機構担当者 多摩エリア経営部営業課　■■ 042（521）5555



別紙３

業務指示書

団地
コード 団地名 看板

番号
契約書

項目番号 設置位置 台帳
番号 備考

1 50102 田島 0001 意匠変更 １－① 別紙参照 ●

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

指示日 令和8年5月1日 （火）

完了日 令和8年5月31日 （金）

以　上

年　　　　月　　　　日

業務名 令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

業務内容

対
象
団
地
及
び
作
業
内
容

対象団地・看板

機構担当者 042（521）5555

△△△株式会社　☆☆

多摩エリア経営部　営業課　■■

スケジュール

受託者 ●●（●●●●）●●●●

記入例



ＵＲ賃貸住宅多摩エリア団地一覧 別紙4

1 20031 東伏見 1 20163 鶴川

2 20132 神代 2 20167 町田山崎

3 20135 国立富士見台 3 20187 百草

4 20158 清瀬旭が丘 4 20193 藤の台

5 20173 滝山 5 20197 高幡台

6 20213 立川幸町 6 20206 多摩ニュータウン諏訪

7 20214 立川若葉町 7 20207 多摩ニュータウン永山

8 20227 羽村 8 20260 館ヶ丘

9 20242 萩山 9 20269 多摩ニュータウン貝取

10 20252 福生 10 20271 多摩ニュータウン豊ヶ丘

11 20338 昭島つつじが丘ハイツ 11 20272 多摩ニュータウン松が谷

12 20361 清瀬旭が丘第二 12 20293 日野大久保

13 20367 立川一番町東 13 20299 南原台

14 20385 富士見台 14 20329 成瀬駅前ハイツ

15 20388 パークサイド田無向台 15 20337 グリーンヒル寺田

16 20399 清瀬駅前ハイツ 16 20341 多摩ニュータウンエステート鶴牧－５

17 20406 立川一番町東第二 17 20344 多摩ニュータウンエステート貝取－１

18 20411 滝山東 18 20360 小山田桜台

19 20413 エステート大南公園 19 20366 多摩ニュータウン落合六丁目ハイツ

20 20427 南台第二 20 20377 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢

21 20445 グリーンハイツ車返南 21 20379 多摩ニュータウンエステート聖ヶ丘－２

22 20490 新柳沢 22 20383 多摩ニュータウン諏訪一丁目ハイツ

23 20496 エステート富士見台 23 20407 多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘－１

24 20501 府中グリーンハイツ 24 20408 八王子パークヒル宇津木台

25 20505 グリーンタウン美住一番街 25 20409 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘－１・２

26 20514 プラザ新小金井 26 20419 多摩ニュータウンリベレ向陽台

27 20516 シティハイツ調布小島町 27 20433 多摩ニュータウンライフステージ豊ヶ丘－１

28 20521 グリーンハイツ武蔵境通り 28 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢

29 20536 新川・島屋敷通り 29 20436 シティハイツ日野旭が丘

30 20545 武蔵野緑町パークタウン 30 20446 町田もみじ台

31 20549 プロムナード東伏見 31 20449 多摩ニュータウンコリナス長池

32 20552 コンフォール拝島 32 20450 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台

33 20557 シティコート下連雀 33 20484 多摩ニュータウンビスタノーレ向陽台

34 20577 いちょう並木国立 34 20493 トワコート西八王子

35 20593 シティコート立川曙町 35 20507 多摩ニュータウン南大沢学園二番街

36 20597 サンヴァリエ桜堤 36 20508 多摩ニュータウン蓮生寺公園通り二番街

37 20599 西国分寺ゆかり四番街 37 20509 多摩ニュータウンエステート愛宕

38 20621 プラザシティ立川 38 20510 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り南

39 20627 グリーンタウン小金井 39 20528 多摩ニュータウン南大沢学園四番街

40 20630 ココスクエア国領 40 20529 多摩ニュータウン長峰杜の一番街

41 20632 グリーンプラザひばりが丘南 41 20553 多摩ニュータウンステラ聖ヶ丘

42 20636 西国分寺ゆかり参番街 42 20555 グリーンヒル八王子南

43 20644 アートアベニュー立川 43 20564 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西

44 20659 ライフタウン国領 44 20580 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街

45 20660 三鷹台 45 20591 多摩ニュータウンビューコート若葉台

46 20677 ひばりが丘パークヒルズ 46 20592 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通り

47 20688 グリーンヒルズ東久留米 47 20595 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー

48 20625 多摩ニュータウングランピア南大沢

49 20626 多摩ニュータウンビューコート別所

50 20651 多摩平の森

97団地

※その他機構の指示による

北多摩住まいセンター 南多摩住まいセンター

ＮＯ． 団地コード 団地名 ＮＯ． 団地コード 団地名



別紙５

業務完了報告書 年　　　月　　　日

業務名

団地コード 団地名

エリア 住所

看板番号 サイズ

写真

配置図

位置情報

完了日

受託者 △△△株式会社　☆☆ 担当： ●●（●●●●）●●●●

令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

作業内容及び看板全体がわかる写真を貼付すること。

報告事項
（備考）

対象看板の位置がわかる団地内配置図を貼付すること。

緯度： 経度：



別紙５

業務完了報告書 年　　　月　　　日

業務名

団地コード 50102 団地名

エリア 住所

看板番号 0001 サイズ

写真

配置図

位置情報 139.631361

完了日

受託者 △△△株式会社　☆☆ 担当： ●●（●●●●）●●●●

35.84227

報告事項
（備考）

・事前安全点検の結果、異常なし。
・インクジェットシート貼り替えによる意匠変更実施。

2026年●月●日

令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

田島

さいたま市桜区田島六丁目

作業内容及び看板全体がわかる写真を貼付すること。

対象看板の位置がわかる団地内配置図を貼付すること。

Ｗ2000×Ｈ1000

緯度： 経度：

記入例



別紙６

点検業務完了報告書（一覧）

団地
コード 団地名 業務 台帳

番号 点検結果

1 安全点検

2 安全点検

3 安全点検

4 安全点検

5 安全点検

6 安全点検

7 安全点検

8 安全点検

9 安全点検

10 安全点検

11 安全点検

12 安全点検

13 安全点検

14 安全点検

15 安全点検

16 安全点検

17 安全点検

18 安全点検

19 安全点検

20 安全点検

以　上　

業務名 令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対
象
団
地
及
び
報
告
内
容

報告事項

数量

対象団地・看板

受託者

報告日 2026年●月●日



別紙６

点検業務完了報告書（一覧）

団地
コード 団地名 業務 台帳

番号 点検結果

1 50102 田島 安全点検 1 基 0001 異常なし

2 50109 原市 安全点検 1 基 0001 報告事項あり

3 安全点検

4 安全点検

5 安全点検

6 安全点検

7 安全点検

8 安全点検

9 安全点検

10 安全点検

11 安全点検

12 安全点検

13 安全点検

14 安全点検

15 安全点検

16 安全点検

17 安全点検

18 安全点検

19 安全点検

20 安全点検

以　上　

業務名 令和８年度多摩エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対
象
団
地
及
び
報
告
内
容

対象団地・看板 報告事項

数量

報告日 2026年●月●日

受託者

記入例



点検業務完了報告書（報告事項） 別紙７

点検箇所 点検項目

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

異常の有無等 改善の概要

基礎部・上部構造

１ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 無 有

 ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき 無 有

３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 無 有

２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 無 有

取付部

１ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 無 有

２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等

支持部

１ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 無 有

無 有

３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 無 有

広告板

１ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の
欠落 無 有

２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、
欠損 無 有

３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり

写真

配置図/看板正面 看板裏面

看板支柱部 異常箇所

コメント

年　　　　　月　　　　日
団地コード／団地名／点検対象看板№：

設置位置緯度／経度：

点検日：　　　　　年　　　月　　　日（　　　）点検者（受託業者）：サイズ（Ｈ×Ｗ）：

無 有

その他 １ その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 無 有



点検業務完了報告書（報告事項） 別紙７

点検箇所 点検項目

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

経過観察可

要即時修理

年　　　月　　　日
団地コード／団地名／点検対象看板№：50409　コンフォール松原　◎◎エリア№○○

設置位置緯度／経度：

サイズ（Ｈ×Ｗ）： 点検日：　　　　　年　　　月　　　日（　　　）点検者（受託業者）：

異常の有無等 改善の概要

基礎部・上部構造

１ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 無 有

 ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき 無 有

３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 無 有 鉄骨脚の下部に塗装の剥がれがありましたが、構造的には問題ありませんでした。

支持部

１ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 無 有

２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 無 有

有

２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、
欠損 無

無 有

３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 無 有

取付部

１ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 無 有

２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等

コメント

有

３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 無 有

その他 １ その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 無 有

広告板

１ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の
欠落 無

写真

配置図/看板正面 看板裏面

看板支柱部 異常箇所



別紙8

看板位置（ＩＤ） サイズ（mm） 仕様

項番
支社
コード

支社エリア名
住まい
セン

ター名

団地
コード

団地名 市町村以下 緯度 経度 Ｗ Ｈ 支柱・枠 盤面材質 盤面出力 備考

1 22 多摩エリア経営部北多摩 20031 東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733863 139.559061 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
2 22 多摩エリア経営部北多摩 20046 ひばりが丘 東久留米市ひばりが丘団地53号棟 35.746422 139.534797 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
3 22 多摩エリア経営部北多摩 20129 小平 小平市喜平町3 35.718914 139.489419 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
4 22 多摩エリア経営部北多摩 20132 神代 調布市西つつじヶ丘4-23、狛江市西野川1-2535.654198 139.573531 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
5 22 多摩エリア経営部北多摩 20132 神代 調布市西つつじヶ丘4-23、狛江市西野川1-2535.654575 139.573565 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
6 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.683923 139.449472 300 520 マグネットシートインクジェットシート
7 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台第二・第三 国立市富士見台三丁目7 35.686259 139.442861 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
8 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.684261 139.447395 850 550 スチール 木 インクジェットシート
9 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.683645 139.448428 850 550 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート

10 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.683993 139.448507 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
11 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.683926 139.449469 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
12 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.683923 139.44942 1600 700 無し その他 ターポリンなどの生地
13 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.685779 139.452195 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
14 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.684076 139.439472 2400 1200 スチール アルミ複合板 インクジェットシート
15 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.685769 139.447544 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
16 22 多摩エリア経営部北多摩 20135 国立富士見台 国立市富士見台一丁目7他 35.684529 139.447387 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
17 22 多摩エリア経営部北多摩 20158 清瀬旭が丘 清瀬市旭が丘2他 35.795728 139.540639 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
18 22 多摩エリア経営部北多摩 20158 清瀬旭が丘 清瀬市旭が丘2他 35.794976 139.541219 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
19 22 多摩エリア経営部南多摩 20163 鶴川 町田市鶴川五丁目他 35.590647 139.470563 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
20 22 多摩エリア経営部南多摩 20163 鶴川 町田市鶴川五丁目他 35.590973 139.469003 2400 1200 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
21 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.569678 139.435675 660 1200
22 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.569118 139.435954 870 310 アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
23 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.572036 139.434912 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
24 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.570715 139.436215 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
25 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.572604 139.433222 900 600 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
26 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.567697 139.435186 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
27 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.569047 139.435946 900 900 - - -
28 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.56951 139.435895 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
29 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.568578 139.435981 1400 1100 アルミ アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
30 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.567835 139.436051 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
31 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.567688 139.432316 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
32 22 多摩エリア経営部南多摩 20167 町田山崎 町田市山崎町2130他 35.567707 139.434069 - - - - -
33 22 多摩エリア経営部北多摩 20173 滝山 東久留米市滝山六丁目1 35.746392 139.506129 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
34 22 多摩エリア経営部北多摩 20173 滝山 東久留米市滝山六丁目1 35.745569 139.505232 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
35 22 多摩エリア経営部北多摩 20173 滝山 東久留米市滝山六丁目1 35.745633 139.506989 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
36 22 多摩エリア経営部南多摩 20183 百草 多摩市和田1261、日野市百草999 35.649337 139.418728 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
37 22 多摩エリア経営部南多摩 20183 百草 多摩市和田1261、日野市百草999 35.649939 139.418408 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
38 22 多摩エリア経営部南多摩 20193 藤の台 町田市本町田3486他 35.570819 139.449004 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
39 22 多摩エリア経営部南多摩 20193 藤の台 町田市本町田3486他 35.571234 139.449352 2400 1200 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
40 22 多摩エリア経営部南多摩 20197 高幡台 日野市程久保650 35.653233 139.413395 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
41 22 多摩エリア経営部南多摩 20197 高幡台 日野市程久保650 35.62125 139.451123 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
42 22 多摩エリア経営部南多摩 20206 多摩ニュータウン諏訪 多摩市諏訪二丁目他 35.623054 139.450308 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
43 22 多摩エリア経営部南多摩 20207 多摩ニュータウン永山 多摩市永山三丁目他 35.621871 139.447754 450 1100 亜鉛鉄骨 亜鉛鉄板 アルミ複合板インクジェットシート貼り管理サービス事務所看板
44 22 多摩エリア経営部南多摩 20207 多摩ニュータウン永山 多摩市永山三丁目他 35.621657 139.448097 600 900 アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
45 22 多摩エリア経営部南多摩 20207 多摩ニュータウン永山 多摩市永山三丁目他 35.62125 139.451123 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
46 22 多摩エリア経営部北多摩 20213 立川幸町 立川市幸町四丁目52-1 35.726567 139.429236 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
47 22 多摩エリア経営部北多摩 20213 立川幸町 立川市幸町四丁目52-1 35.726244 139.428852 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
48 22 多摩エリア経営部北多摩 20214 立川若葉町 立川市若葉町四丁目25-1 35.722474 139.442534 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
49 22 多摩エリア経営部北多摩 20214 立川若葉町 立川市若葉町四丁目25-1 35.722958 139.442899 2400 1200 スチール スチール インクジェットシート
50 22 多摩エリア経営部北多摩 20227 羽村 羽村市富士見平1-18ほか 35.764711 139.326264 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
51 22 多摩エリア経営部北多摩 20227 羽村 羽村市富士見平1-18ほか 35.764799 139.326114 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
52 22 多摩エリア経営部北多摩 20242 萩山 小平市小川東町4-3、東村山市萩山町2-2 35.740669 139.47655 600 900 アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
53 22 多摩エリア経営部北多摩 20242 萩山 小平市小川東町4-3、東村山市萩山町2-2 35.740903 139.476673 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
54 22 多摩エリア経営部北多摩 20242 萩山 小平市小川東町4-3、東村山市萩山町2-2 35.74101 139.475012 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
55 22 多摩エリア経営部北多摩 20252 福生 福生市南田園2-7ほか 35.727378 139.32955 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
56 22 多摩エリア経営部北多摩 20252 福生 福生市南田園2-7ほか 35.727275 139.330636 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
57 22 多摩エリア経営部南多摩 20260 館ヶ丘 八王子市館町1097 35.627497 139.28842 600 880 ステンレス アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
58 22 多摩エリア経営部南多摩 20260 館ヶ丘 八王子市館町1097 35.627497 139.28842 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
59 22 多摩エリア経営部南多摩 20260 館ヶ丘 八王子市館町1097 35.624903 139.28927 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
60 22 多摩エリア経営部南多摩 20260 館ヶ丘 八王子市館町1097 35.631504 139.286717 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
61 22 多摩エリア経営部南多摩 20260 館ヶ丘 八王子市館町1097 35.631659 139.286642 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
62 22 多摩エリア経営部南多摩 20269 多摩ニュータウン貝取 多摩市貝取2他 35.617628 139.4373 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
63 22 多摩エリア経営部南多摩 20269 多摩ニュータウン貝取 多摩市貝取2他 35.61254 139.437891 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
64 22 多摩エリア経営部南多摩 20269 多摩ニュータウン貝取 多摩市貝取2他 35.614454 139.437773 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
65 22 多摩エリア経営部北多摩 20270 車返 府中市白糸台5-25-1、府中市押立町1-24-135.661186 139.512266 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
66 22 多摩エリア経営部南多摩 20271 多摩ニュータウン豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘2他 35.614815 139.437127 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
67 22 多摩エリア経営部南多摩 20271 多摩ニュータウン豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘2他 35.611129 139.43787 2700 1350 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
68 22 多摩エリア経営部南多摩 20271 多摩ニュータウン豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘2他 35.612551 139.43776 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
69 22 多摩エリア経営部南多摩 20272 多摩ニュータウン松が谷 八王子市松が谷27他 35.631861 139.418759 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
70 22 多摩エリア経営部南多摩 20272 多摩ニュータウン松が谷 八王子市松が谷27他 35.631871 139.419953 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
71 22 多摩エリア経営部南多摩 20272 多摩ニュータウン松が谷 八王子市松が谷27他 35.632718 139.417502 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
72 22 多摩エリア経営部南多摩 20272 多摩ニュータウン松が谷 八王子市松が谷27他 35.633328 139.418681 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
73 22 多摩エリア経営部南多摩 20293 日野大久保 日野市大坂上四丁目10-1 35.670713 139.387258 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
74 22 多摩エリア経営部南多摩 20299 南原台 八王子市大和田町一丁目2他 35.663476 139.362261 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
75 22 多摩エリア経営部南多摩 20299 南原台 八王子市大和田町一丁目2他 35.662544 139.362429 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
76 22 多摩エリア経営部南多摩 20299 南原台 八王子市大和田町一丁目2他 35.664871 139.36141 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
77 22 多摩エリア経営部南多摩 20329 成瀬駅前ハイツ 町田市南成瀬一丁目2-1 35.536624 139.473809 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
78 22 多摩エリア経営部南多摩 20329 成瀬駅前ハイツ 町田市南成瀬一丁目2-1 35.535896 139.47365 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
79 22 多摩エリア経営部南多摩 20337 グリーンヒル寺田 八王子市寺田町432 35.622173 139.306855 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
80 22 多摩エリア経営部南多摩 20337 グリーンヒル寺田 八王子市寺田町432 35.622348 139.305419 2360 830 無し その他 ターポリンなどの生地駐車場看板
81 22 多摩エリア経営部南多摩 20337 グリーンヒル寺田 八王子市寺田町432 35.622976 139.306268 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
82 22 多摩エリア経営部南多摩 20337 グリーンヒル寺田 八王子市寺田町432 35.621646 139.303251 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
83 22 多摩エリア経営部北多摩 20338 昭島つつじが丘ハイツ 昭島市つつじが丘三丁目4他 35.712704 139.367568 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
84 22 多摩エリア経営部北多摩 20338 昭島つつじが丘ハイツ 昭島市つつじが丘三丁目4他 35.713813 139.366813 2400 1200 スチール ステンレス インクジェットシート
85 22 多摩エリア経営部北多摩 20338 昭島つつじが丘ハイツ 昭島市つつじが丘三丁目4他 35.714003 139.368788 3800 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
86 22 多摩エリア経営部南多摩 20341 多摩ニュータウンエステート鶴牧－５ 多摩市鶴牧五丁目1-1 35.611992 139.423902 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
87 22 多摩エリア経営部南多摩 20344 多摩ニュータウンエステート貝取－１ 多摩市貝取一丁目45 35.62377 139.438471 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
88 22 多摩エリア経営部南多摩 20360 小山田桜台 町田市小山田桜台1-10他 35.590281 139.402537 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
89 22 多摩エリア経営部南多摩 20360 小山田桜台 町田市小山田桜台1-10他 35.590799 139.4034 3600 1800 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
90 22 多摩エリア経営部南多摩 20360 小山田桜台 町田市小山田桜台1-10他 35.58785 139.406416 3600 1800 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
91 22 多摩エリア経営部北多摩 20361 清瀬旭が丘第二 清瀬市旭が丘五丁目4 35.798337 139.542104 3595 1800 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
92 22 多摩エリア経営部北多摩 20361 清瀬旭が丘第二 清瀬市旭が丘五丁目4 35.797827 139.543149 3595 1800 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
93 22 多摩エリア経営部南多摩 20366 多摩ニュータウン落合六丁目ハイツ 多摩市落合六丁目1 35.612101 139.424147 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
94 22 多摩エリア経営部北多摩 20367 立川一番町東 立川市一番町六丁目8-1 35.732361 139.377571 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
95 22 多摩エリア経営部北多摩 20367 立川一番町東 立川市一番町六丁目8-1 35.735055 139.376375 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
96 22 多摩エリア経営部南多摩 20377 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 八王子市南大沢四丁目10 35.611043 139.377282 600 450 アルミ複合版 インクジェットシート駐車場看板
97 22 多摩エリア経営部南多摩 20377 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 八王子市南大沢四丁目10 35.611068 139.377266 600 450 アルミ複合版 インクジェットシート駐車場看板
98 22 多摩エリア経営部南多摩 20377 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 八王子市南大沢四丁目10 35.61059 139.378843 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
99 22 多摩エリア経営部南多摩 20377 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 八王子市南大沢四丁目10 35.610517 139.379365 1800 890 ステンレス アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート

100 22 多摩エリア経営部南多摩 20377 多摩ニュータウンシティハイツ南大沢 八王子市南大沢四丁目10 35.609944 139.377933 1800 890 ステンレス アルミ複合版 インクジェットシート
101 22 多摩エリア経営部南多摩 20379 多摩ニュータウンエステート聖ヶ丘－２ 多摩市聖ヶ丘二丁目25 35.632326 139.45651 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
102 22 多摩エリア経営部南多摩 20383 多摩ニュータウン諏訪一丁目ハイツ 多摩市諏訪一丁目66 35.631604 139.450289 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
103 22 多摩エリア経営部北多摩 20385 富士見台 東村山市富士見町一丁目2-54他 35.744524 139.458343 600 900 カッティングシート 管理サービス事務所看板
104 22 多摩エリア経営部北多摩 20385 富士見台 東村山市富士見町一丁目2-54他 35.74489 139.458146 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
105 22 多摩エリア経営部北多摩 20385 富士見台 東村山市富士見町一丁目2-54他 35.7449 139.457549 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
106 22 多摩エリア経営部北多摩 20385 富士見台 東村山市富士見町一丁目2-54他 35.744894 139.45817 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
107 22 多摩エリア経営部北多摩 20385 富士見台 東村山市富士見町一丁目2-54他 35.744903 139.457568 2000 1100 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
108 22 多摩エリア経営部北多摩 20385 富士見台 東村山市富士見町一丁目2-54他 35.744844 139.455551 2000 1070 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
109 22 多摩エリア経営部北多摩 20388 パークサイド田無向台 西東京市向台町五丁目4-1 35.721561 139.531534 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
110 22 多摩エリア経営部北多摩 20388 パークサイド田無向台 西東京市向台町五丁目4-1 35.721549 139.531509 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
111 22 多摩エリア経営部北多摩 20399 清瀬駅前ハイツ 清瀬市元町一丁目3他 35.773612 139.521461 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
112 22 多摩エリア経営部北多摩 20399 清瀬駅前ハイツ 清瀬市元町一丁目3他 35.774202 139.521599 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
113 22 多摩エリア経営部北多摩 20399 清瀬駅前ハイツ 清瀬市元町一丁目3他 35.7741 139.522161 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
114 22 多摩エリア経営部北多摩 20399 清瀬駅前ハイツ 清瀬市元町一丁目3他 35.773592 139.521068 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
115 22 多摩エリア経営部北多摩 20406 立川一番町東第二 立川市一番町六丁目17-70 35.733562 139.373937 2700 1350 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
116 22 多摩エリア経営部南多摩 20407 多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘－１ 多摩市聖ヶ丘一丁目13 35.638172 139.455704 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
117 22 多摩エリア経営部南多摩 20408 八王子パークヒル宇津木台 八王子市久保山町二丁目46-2 35.686541 139.357701 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
118 22 多摩エリア経営部南多摩 20408 八王子パークヒル宇津木台 八王子市久保山町二丁目46-2 35.687718 139.359029 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
119 22 多摩エリア経営部南多摩 20408 八王子パークヒル宇津木台 八王子市久保山町二丁目46-2 35.687718 139.359029 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
120 22 多摩エリア経営部南多摩 20409 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘－１・２多摩市豊ヶ丘1-40他 35.626313 139.43514 3600 1800 スチール アルミ複合板 インクジェットシート
121 22 多摩エリア経営部北多摩 20411 滝山東 東久留米市滝山六丁目 35.746581 139.507568 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
122 22 多摩エリア経営部北多摩 20413 エステート大南公園 武蔵村山市大南四丁目21-1他 35.734579 139.409499 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
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123 22 多摩エリア経営部北多摩 20413 エステート大南公園 武蔵村山市大南四丁目21-1他 35.734992 139.408848 2000 1100 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
124 22 多摩エリア経営部南多摩 20419 多摩ニュータウンリベレ向陽台 稲城市向陽台五丁目10 35.640271 139.485476 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
125 22 多摩エリア経営部南多摩 20419 多摩ニュータウンリベレ向陽台 稲城市向陽台五丁目10 35.640419 139.485295 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
126 22 多摩エリア経営部南多摩 20419 多摩ニュータウンリベレ向陽台 稲城市向陽台五丁目10 35.640623 139.485317 2440 1220 ステンレス アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
127 22 多摩エリア経営部北多摩 20427 南台第二 東村山市富士見町一丁目14 35.74421 139.456979 900 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
128 22 多摩エリア経営部北多摩 20427 南台第二 東村山市富士見町一丁目14 35.744238 139.456957 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
129 22 多摩エリア経営部南多摩 20433 多摩ニュータウンライフステージ豊ヶ丘－１多摩市豊ヶ丘一丁目58 35.623148 139.431938 1200 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
130 22 多摩エリア経営部南多摩 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢五丁目3他 35.613292 139.374768 600 450 アルミ複合版 インクジェットシート駐車場看板
131 22 多摩エリア経営部南多摩 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢五丁目3他 35.614995 139.375824 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
132 22 多摩エリア経営部南多摩 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢五丁目3他 35.613338 139.374588 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
133 22 多摩エリア経営部南多摩 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢五丁目3他 35.614438 139.37537 1850 12213 無し 無し ターポリンなどの生地
134 22 多摩エリア経営部南多摩 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢五丁目3他 35.614473 139.375664 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
135 22 多摩エリア経営部南多摩 20434 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢五丁目3他 35.614849 139.375902 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
136 22 多摩エリア経営部南多摩 20436 シティハイツ日野旭が丘 日野市旭が丘四丁目7-5 35.656302 139.36593 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
137 22 多摩エリア経営部南多摩 20436 シティハイツ日野旭が丘 日野市旭が丘四丁目7-5 35.657022 139.365157 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
138 22 多摩エリア経営部南多摩 20436 シティハイツ日野旭が丘 日野市旭が丘四丁目7-5 35.656102 139.367854 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
139 22 多摩エリア経営部北多摩 20445 グリーンハイツ車返南 府中市押立町一丁目16 35.659911 139.508816 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
140 22 多摩エリア経営部南多摩 20446 町田もみじ台 町田市図師町字3号730-1 35.583765 139.416137 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
141 22 多摩エリア経営部南多摩 20449 多摩ニュータウンコリナス長池 八王子市別所二丁目12他 35.623342 139.402881 600 450 スチール アルミ複合版 インクジェットシート
142 22 多摩エリア経営部南多摩 20449 多摩ニュータウンコリナス長池 八王子市別所二丁目12他 35.623181 139.403193 900 600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート
143 22 多摩エリア経営部南多摩 20449 多摩ニュータウンコリナス長池 八王子市別所二丁目12他 35.623442 139.401461 1500 120 インクジェットシート
144 22 多摩エリア経営部南多摩 20449 多摩ニュータウンコリナス長池 八王子市別所二丁目12他 35.621665 139.400913 1800 10000 コンフォーマブルｼｰﾄ
145 22 多摩エリア経営部南多摩 20449 多摩ニュータウンコリナス長池 八王子市別所二丁目12他 35.623559 139.401686 2200 900 無し 無し ターポリンなどの生地
146 22 多摩エリア経営部南多摩 20449 多摩ニュータウンコリナス長池 八王子市別所二丁目12他 35.621665 139.400913 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
147 22 多摩エリア経営部南多摩 20450 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台 稲城市向陽台四丁目4-2 35.640743 139.485248 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
148 22 多摩エリア経営部南多摩 20484 多摩ニュータウンビスタノーレ向陽台 稲城市向陽台六丁目11 35.642063 139.489945 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
149 22 多摩エリア経営部北多摩 20490 新柳沢 西東京市柳沢三丁目4 35.721863 139.554366 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
150 22 多摩エリア経営部北多摩 20490 新柳沢 西東京市柳沢三丁目4 35.722235 139.554534 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
151 22 多摩エリア経営部北多摩 20490 新柳沢 西東京市柳沢三丁目4 35.722648 139.552587 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
152 22 多摩エリア経営部南多摩 20493 トワコート西八王子 八王子市台町三丁目21 35.655213 139.318844 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
153 22 多摩エリア経営部北多摩 20496 エステート富士見台 東村山市富士見町一丁目8-8 35.744795 139.460285 2000 1100 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
154 22 多摩エリア経営部北多摩 20501 府中グリーンハイツ 府中市晴見町一丁目28 35.679368 139.476489 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
155 22 多摩エリア経営部北多摩 20501 府中グリーンハイツ 府中市晴見町一丁目28 35.678293 139.476218 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
156 22 多摩エリア経営部北多摩 20501 府中グリーンハイツ 府中市晴見町一丁目28 35.678539 139.477922 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
157 22 多摩エリア経営部北多摩 20505 グリーンタウン美住一番街 東村山市美住町一丁目4-1 35.748623 139.464224 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
158 22 多摩エリア経営部南多摩 20506 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り北  八王子市別所2-42 35.615541 139.394779 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
159 22 多摩エリア経営部南多摩 20507 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 八王子市上柚木三丁目5 35.616216 139.372346 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
160 22 多摩エリア経営部南多摩 20507 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 八王子市上柚木三丁目5 35.615403 139.372933 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
161 22 多摩エリア経営部南多摩 20508 多摩ニュータウン蓮生寺公園通り二番街八王子市別所1-31 35.621407 139.39559 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
162 22 多摩エリア経営部南多摩 20509 多摩ニュータウンエステート愛宕 多摩市愛宕四丁目35-1 35.630334 139.428472 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
163 22 多摩エリア経営部南多摩 20510 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り南八王子市別所二丁目46 35.613175 139.394939 2400 1200 ステンレス アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
164 22 多摩エリア経営部北多摩 20514 プラザ新小金井 小金井市東町四丁目23他 35.696247 139.526476 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
165 22 多摩エリア経営部北多摩 20514 プラザ新小金井 小金井市東町四丁目23他 35.695766 139.526739 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
166 22 多摩エリア経営部北多摩 20514 プラザ新小金井 小金井市東町四丁目23他 35.695986 139.52724 1820 910 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
167 22 多摩エリア経営部北多摩 20516 シティハイツ調布小島町 調布市小島町三丁目51-2 35.646247 139.539862 300 520 マグネットシート
168 22 多摩エリア経営部北多摩 20516 シティハイツ調布小島町 調布市小島町三丁目51-2 35.646294 139.539806 850 550 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
169 22 多摩エリア経営部北多摩 20516 シティハイツ調布小島町 調布市小島町三丁目51-2 35.645479 139.539379 1800 910 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
170 22 多摩エリア経営部北多摩 20516 シティハイツ調布小島町 調布市小島町三丁目51-2 35.646268 139.540047 1800 850 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
171 22 多摩エリア経営部北多摩 20516 シティハイツ調布小島町 調布市小島町三丁目51-2 35.646645 139.540347 3600 1780 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
172 22 多摩エリア経営部北多摩 20521 グリーンハイツ武蔵境通り 西東京市新町一丁目4 35.715613 139.545826 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
173 22 多摩エリア経営部北多摩 20521 グリーンハイツ武蔵境通り 西東京市新町一丁目4 35.714744 139.544976 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
174 22 多摩エリア経営部北多摩 20521 グリーンハイツ武蔵境通り 西東京市新町一丁目4 35.715434 139.546519 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
175 22 多摩エリア経営部南多摩 20528 多摩ニュータウン南大沢学園四番街 八王子市上柚木三丁目10 35.614661 139.371859 1200 600 スチール その他 インクジェットシート
176 22 多摩エリア経営部南多摩 20529 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 稲城市長峰三丁目2 35.631966 139.481603 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
177 22 多摩エリア経営部南多摩 20529 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 稲城市長峰三丁目2 35.633092 139.483158 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
178 22 多摩エリア経営部北多摩 20536 新川・島屋敷通り 三鷹市新川四丁目25他 35.674627 139.572294 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
179 22 多摩エリア経営部北多摩 20536 新川・島屋敷通り 三鷹市新川四丁目25他 35.673444 139.571215 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
180 22 多摩エリア経営部北多摩 20536 新川・島屋敷通り 三鷹市新川四丁目25他 35.674966 139.572345 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
181 22 多摩エリア経営部北多摩 20540 西国分寺ゆかり壱番街 国分寺市泉町3-3ほか 35.696502 139.466948 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
182 22 多摩エリア経営部北多摩 20545 武蔵野緑町パークタウン 武蔵野市緑町二丁目3 35.717438 139.564006 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
183 22 多摩エリア経営部北多摩 20545 武蔵野緑町パークタウン 武蔵野市緑町二丁目3 35.716702 139.565532 900 1790 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
184 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
185 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733598 139.559891 660 1200 アルミ アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
186 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733761 139.559709 850 550 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
187 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733614 139.559453 850 550 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
188 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.7335 139.56 850 550 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
189 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.732384 139.559095 850 550 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
190 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733647 139.559876 900 900 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
191 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733598 139.559891 900 600 無し 無し ターポリンなどの生地
192 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733598 139.559891 1500 400 無し 無し ターポリンなどの生地
193 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.733317 139.559773 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
194 22 多摩エリア経営部北多摩 20549 プロムナード東伏見 西東京市富士町一丁目7 35.732104 139.558882 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
195 22 多摩エリア経営部北多摩 20552 コンフォール拝島 昭島市松原町四丁目1-5 35.718349 139.345137 1800 890 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
196 22 多摩エリア経営部南多摩 20553 多摩ニュータウンステラ聖ヶ丘 多摩市聖ヶ丘一丁目26-1 35.637738 139.452727 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
197 22 多摩エリア経営部南多摩 20555 グリーンヒル八王子南 八王子市子安町三丁目35-22 35.646846 139.339477 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
198 22 多摩エリア経営部北多摩 20557 シティコート下連雀 三鷹市下連雀五丁目8 35.689175 139.569853 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
199 22 多摩エリア経営部北多摩 20557 シティコート下連雀 三鷹市下連雀五丁目8 35.689461 139.569185 1800 880 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
200 22 多摩エリア経営部南多摩 20564 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西八王子市みなみ野一丁目11 35.633788 139.325929 1200 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
201 22 多摩エリア経営部北多摩 20577 いちょう並木国立 国立市北三丁目35-1他 35.702203 139.428484 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
202 22 多摩エリア経営部北多摩 20577 いちょう並木国立 国立市北三丁目35-1他 35.701735 139.42853 2800 1400 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
203 22 多摩エリア経営部南多摩 20580 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街八王子市鑓水二丁目81 35.61254 139.366585 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
204 22 多摩エリア経営部南多摩 20580 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街八王子市鑓水二丁目81 35.613851 139.365735 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
205 22 多摩エリア経営部南多摩 20580 多摩ニュータウン南大沢絹の道一番街八王子市鑓水二丁目81 35.612774 139.36701 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
206 22 多摩エリア経営部南多摩 20591 多摩ニュータウンビューコート若葉台 稲城市若葉台四丁目33 35.627928 139.469496 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
207 22 多摩エリア経営部南多摩 20591 多摩ニュータウンビューコート若葉台 稲城市若葉台四丁目33 35.627061 139.470006 1800 1800 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
208 22 多摩エリア経営部南多摩 20591 多摩ニュータウンビューコート若葉台 稲城市若葉台四丁目33 35.627076 139.469931 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
209 22 多摩エリア経営部南多摩 20592 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通り八王子市みなみ野1-9 35.631683 139.325348 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
210 22 多摩エリア経営部南多摩 20592 八王子みなみ野シティヴェルディールふれあい通り八王子市みなみ野1-9 35.631885 139.326179 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
211 22 多摩エリア経営部北多摩 20593 シティコート立川曙町 立川市曙町三丁目18-22 35.702098 139.424789 1900 850 無し その他 ターポリンなどの生地
212 22 多摩エリア経営部北多摩 20593 シティコート立川曙町 立川市曙町三丁目18-22 35.702098 139.424789 1900 850 無し その他 ターポリンなどの生地
213 22 多摩エリア経営部南多摩 20595 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー 多摩市関戸4-72 35.649439 139.447207 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
214 22 多摩エリア経営部北多摩 20597 サンヴァリエ桜堤 武蔵野市桜堤一丁目1他 35.708727 139.533644 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
215 22 多摩エリア経営部北多摩 20597 サンヴァリエ桜堤 武蔵野市桜堤一丁目1他 35.707266 139.537932 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
216 22 多摩エリア経営部北多摩 20597 サンヴァリエ桜堤 武蔵野市桜堤一丁目1他 35.708863 139.533369 1820 910 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
217 22 多摩エリア経営部北多摩 20599 西国分寺ゆかり四番街 国分寺市泉町二丁目8-1 35.698494 139.467509 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
218 22 多摩エリア経営部北多摩 20599 西国分寺ゆかり四番街 国分寺市泉町二丁目8-1 35.698327 139.466886 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
219 22 多摩エリア経営部北多摩 20621 プラザシティ立川 立川市曙町一丁目32-42 35.700485 139.410729 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
220 22 多摩エリア経営部北多摩 20621 プラザシティ立川 立川市曙町一丁目32-42 35.700732 139.411317 1200 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
221 22 多摩エリア経営部南多摩 20625 多摩ニュータウングランピア南大沢 八王子市上柚木二丁目63 35.613673 139.367153 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
222 22 多摩エリア経営部南多摩 20625 多摩ニュータウングランピア南大沢 八王子市上柚木二丁目63 35.613241 139.367985 2440 1220 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
223 22 多摩エリア経営部南多摩 20626 多摩ニュータウンビューコート別所 八王子市別所一丁目38 35.615368 139.390004 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
224 22 多摩エリア経営部北多摩 20627 グリーンタウン小金井 小金井市緑町4-12-16他 35.708205 139.514777 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
225 22 多摩エリア経営部北多摩 20627 グリーンタウン小金井 小金井市緑町4-12-16他 35.707483 139.513835 1800 900 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
226 22 多摩エリア経営部北多摩 20630 ココスクエア国領 調布市国領町三丁目1-38 35.649046 139.558711 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
227 22 多摩エリア経営部北多摩 20630 ココスクエア国領 調布市国領町三丁目1-38 35.649081 139.55865 900 600 ステンレス ステンレス インクジェットシート
228 22 多摩エリア経営部北多摩 20632 グリーンプラザひばりが丘南 西東京市谷戸一丁目22-1他 35.742905 139.544743 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
229 22 多摩エリア経営部北多摩 20632 グリーンプラザひばりが丘南 西東京市谷戸一丁目22-1他 35.742311 139.543477 2400 1200 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
230 22 多摩エリア経営部北多摩 20636 西国分寺ゆかり参番街 国分寺市泉町二丁目5 35.696552 139.467119 1800 890 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
231 22 多摩エリア経営部北多摩 20644 アートアベニュー立川 立川市曙町三丁目17-30 35.699897 139.424687 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
232 22 多摩エリア経営部北多摩 20644 アートアベニュー立川 立川市曙町三丁目17-30 35.699427 139.424736 1200 600 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
233 22 多摩エリア経営部南多摩 20651 多摩平の森 日野市多摩平4-6ほか 35.666692 139.382909 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
234 22 多摩エリア経営部南多摩 20651 多摩平の森 日野市多摩平4-6ほか 35.668175 139.384626 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
235 22 多摩エリア経営部北多摩 20659 ライフタウン国領 調布市国領町八丁目2-9 35.646855 139.565064 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合板 インクジェットシート管理サービス事務所看板
236 22 多摩エリア経営部北多摩 20659 ライフタウン国領 調布市国領町八丁目2-9 35.647027 139.565092 900 600 ステンレス ステンレス インクジェットシート
237 22 多摩エリア経営部北多摩 20660 三鷹台 三鷹市牟礼2-14 35.684499 139.583479 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
238 22 多摩エリア経営部北多摩 20660 三鷹台 三鷹市牟礼2-14 35.686155 139.581888 2000 1000 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
239 22 多摩エリア経営部南多摩 20664 ビュータワー八王子 八王子市八日町8-1 35.660781 139.330607 400 940 ステンレス鏡面仕上げ アクリル インクジェットシート管理サービス事務所看板
240 22 多摩エリア経営部北多摩 20677 ひばりが丘パークヒルズ 西東京市ひばりが丘三丁目5他 35.745161 139.536412 3600 1810 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
241 22 多摩エリア経営部北多摩 20677 ひばりが丘パークヒルズ 西東京市ひばりが丘三丁目5他 35.744649 139.536343 3600 1810 スチール アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート
242 22 多摩エリア経営部北多摩 20688 グリーンヒルズ東久留米 東久留米市上の原１－３他 35.77067 139.542699 600 900 ｱﾙﾐ押型材化研シルバーアルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート管理サービス事務所看板
243 22 多摩エリア経営部北多摩 20688 グリーンヒルズ東久留米 東久留米市上の原１－３他 35.770133 139.542761 2000 1000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート
244 22 多摩エリア経営部北多摩 20696 西国分寺ライフタワー 国分寺市泉町2-9-1 35.698954 139.466814 400 940 ステンレス鏡面仕上げ アクリル インクジェットシート管理サービス事務所看板

マスターリスト　2/2（看板サイズ等）



大項番 小項番

1 スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） ／ 基 基

2 スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） ／ 基 基

3 ／ 基 基

1 ／ 枚 枚

2 ／ 枚 枚

3 ／ 枚 枚

4 ／ 枚 枚

5 ／ 枚 枚

／ ㎡ ㎡

／ ㎡ ㎡

／ 基 基

1 ／ 基 基

2 ／ 基 基

3 ／ 基 基

4 ／ 基 基

／ ㎡ ㎡

／ 基 基

／ 基 基

／ 人工 人工

／ 台 台

／ 人工 人工

／ 基 基

／ 人工 人工

1 ／ 基 基

2 ／ 団地 団地

／ 団地 団地

1 ／ 基 基

2 ／ 基 基

／ 団地 団地

／ 基 基

／ 個 個

／ 枚 枚

別紙９

看板等一覧表

【多摩エリア】令和　　年　　月分

分類
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ） 数量 計単価

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200）

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1810）

アルミ複合板面製作費（Ｗ2800×Ｈ1400）

スタンド看板（移動型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ600×Ｈ900想定）

スタンド看板（据置型）撤去・解体・廃材処分費（Ｗ400×Ｈ850想定）

スタンド看板製作費（移動型）（W600×H900想定）

インクジェットシート出力製作費（㎡）

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン）

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900以下のサイズを想定）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900を超えるサイズを想定）

横断幕・懸垂幕撤去・解体・廃材処分費

現地調査費

11 梱包・運搬費

9

取付設置施工人件費

定期安全点検費

13 取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

14 撤去・解体・処分等人件費

15
看板、横断幕・懸垂幕等の報告書作成費

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理費

随時点検業務費

17
屋外広告物申請費（新規申請）

屋外広告物申請費（更新申請）

鉄部塗装費

20 コーナーガード設置費

21 アルミ複合板面等修正シール費
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